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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部からの衝撃を受けるアウターヘルメットと、その内側に配置されるインナーヘルメッ
トと、前記アウターヘルメットに受けた前記衝撃を感知する衝撃感知装置と、頭部を保護
する頭部保護エアバッグと、肩又は及び頚椎部分を保護する肩・頚椎保護エアバッグと、
前記衝撃感知装置により感知した前記衝撃を伝達する衝撃伝達手段と、前記頭部保護エア
バッグと前記肩・頚椎保護エアバッグが展開する為の充填物を内蔵するための充填物容器
を有し、前記衝撃伝達手段により駆動されて、前記充填物の流出の制御をする充填物制御
モジュールとを有し、前記衝撃感知装置と、前記頭部保護エアバッグと、前記肩・頚椎保
護エアバッグは、前記アウターヘルメットと前記インナーヘルメットの間に装着され、前
記衝撃感知装置又は、及び前記衝撃の緩衝を強化するために前記アウターヘルメットと前
記インナーヘルメットの間に付加される衝撃緩衝装置に前記アウターヘルメットに加わっ
た前記衝撃を緩衝する衝撃緩衝手段を装備して、前記衝撃が前記インナーヘルメットに直
接伝達される前に、前記衝撃感知装置と前記衝撃伝達手段により、前記充填物制御モジュ
ールが動作して前記頭部保護エアバッグと前記肩・頚椎保護エアバッグが展開するように
したことを特徴とするエアバッグ装備ヘルメット。
【請求項２】
前記衝撃緩衝装置又は及び前記衝撃感知装置の前記衝撃緩衝手段は、前記アウターヘルメ
ットの前記衝撃による動きにより動く可動バーと、前記可動バーの動きをガイドするバー
ガイドと、その間に介挿されて前記衝撃を緩衝する衝撃緩衝部とを有することを特徴とす
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る請求項１記載のエアバッグ装備ヘルメット。
【請求項３】
前記頭部保護エアバッグは、前記衝撃緩衝装置又は及び前記衝撃感知装置が装備されてい
る位置を避け、頭部部分を覆うように配置されたことを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載のエアバッグ装備ヘルメット。
【請求項４】
前記頭部保護エアバッグは、前記充填物を導く基幹パスとなる頭部保護エアバッグ基幹部
と、前記頭部保護エアバッグ基幹部に接続された複数の袋を有する頭部保護エアバッグ末
端部を有することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１つに記載のエアバッグ
装備ヘルメット。
【請求項５】
前記充填物制御モジュールは、ヘルメット装着時や前記充填物容器を取り付ける際の誤作
動を防止する為の安全装置を有することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１
つに記載のエアバッグ装備ヘルメット。
【請求項６】
前記インナーヘルメットは、前記頭部保護エアバッグ又は及び前記肩・頚椎保護エアバッ
グが展開する時の発生音から鼓膜を保護する鼓膜保護蓋を有することを特徴とする請求項
１から請求項５のいずれか１つに記載のエアバッグ装備ヘルメット。
【請求項７】
前記インナーヘルメットの代わりに、自動二輪車用又は作業用の既存ヘルメットを使用可
能としたことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１つに記載のエアバッグ装備
ヘルメット。
【請求項８】
前記充填物容器は、取外し取付け部を有することで換装可能であることを特徴とする請求
項１から請求項７のいずれか１つに記載のエアバッグ装備ヘルメット。
 
【請求項９】
前記インナーヘルメットの内側に、洗浄する為に取り外しが可能な内装材を有することを
特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１つに記載のエアバッグ装備ヘルメット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、エアバッグを装備したヘルメットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、建設作業現場や自動二輪車搭乗時などにおいて、頭部を衝撃から保護することを目
的としてヘルメットが着用されていた。建設作業現場では転倒事故や落下物への接触、自
動二輪車搭乗時では、交通事故や自損事故などによる転倒・衝突により、頭部へ強い衝撃
を受けることがある。その場合、従来のヘルメットでは、頑丈な素材で保護することによ
り、頭部損傷は受けなかったとしても、その周辺部位である頸椎、首、肩までは保護する
ことができずに損傷してしまう場合があった。また、特に作業用ヘルメットにおいては、
建設作業現場等で発生が予見される衝撃に対する緩衝能力が、必ずしも十分とは言えない
物もあり、頭、頸椎、肩部などを同時に保護するようなヘルメットが求められていた。
【０００３】
そのような背景の中、いくつかの特許文献にはこの課題に対する提案が見られる。たとえ
ば、図８は、特許文献１に記載された、エアバッグを装備したヘルメットを示す図である
。ヘルメット部１０と、胴体部１２は接続固定されており、ヘルメット部１０の内部にエ
アバッグ２２が装備されている。また、胴体部１２には肩部４８が付属している。この文
献では、ヘルメット１０に胴体部１２が接続固定されている為、脱着が容易にできるとは
言えない。さらに、胴体部１２、肩部４８にはエアバッグが装備されていない為、肩や頚
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椎部分の保護が十分ではないという欠点がある。
【特許文献１】特開平６－２１９３６２号
【０００４】
図９は、特許文献２に記載された、エアバッグを装備したヘルメットを示す図である。９
－Aでは、ヘルメット１の頂上部にエアバッグモジュール２が取り付けられているところ
を表し、９－Bでは、エアバッグが展開したところを表している。衝撃を感知してエアバ
ッグモジュール２からエアバッグが展開するが、エアバッグは単一の物で構成され、ヘル
メットの外側に展開する、つまり柔軟な素材で構成されているため、鋭利な物や尖った物
により衝撃を受けた場合、単一構成であるエアバック本体が破損・破裂し、衝撃緩衝物と
して機能できないという欠点があった。
【特許文献２】特開平８－９１１６２号
【０００５】
また、図１０は、特許文献３に記載された、エアバッグを装備したヘルメットを示す図で
ある。ヘルメット１の内側にエアバッグ４を装備している。しかし、展開したエアバッグ
の大きさは頭部のほぼ全周と限定されており、肩や頚椎部分まで保護するようなエアバッ
グは装備されておらず、落下物などに対して装着者を十分保護することができないという
欠点がある。
【特許文献３】特開平４－３７０２０６号
【０００６】
さらに、上記いずれの特許文献においても、ヘルメットに直接衝撃を受けた場合は、
エアバッグ展開前に衝撃が装着者へ伝わってしまい、装着者を十分に保護ができないとい
う欠点があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上記のような事情から、本発明が解決しようとする課題は、建設作業現場での転倒事故や
落下物の接触、自動二輪車・自転車搭乗時の交通事故や自損事故による、衝突・転倒など
で、直接ヘルメットへの衝撃が装着者へ伝わってしまう事を防止すると共に、頭部及びそ
の周辺部位である肩・頚椎部分なども同時に保護をし、尚且つ、装着、メンテナンス、再
使用が容易に行なうことができるエアバッグ装備ヘルメットを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記の課題を解決するための手段として、本発明では、アウターヘルメットとインナーヘ
ルメット、又は、インナーヘルメットに代わる既存のヘルメット、衝撃緩衝装置、衝撃感
知装置、衝撃伝達手段、頭部保護エアバッグ、肩・頚椎保護エアバッグ、充填物制御モジ
ュールを有することを特徴としている。以下、請求範囲に沿って説明する。
【０００９】
請求項１記載の発明は、エアバッグ装備ヘルメットであって、外部からの衝撃を受けるア
ウターヘルメットと、その内側に配置されるインナーヘルメットと、前記アウターヘルメ
ットに受けた前記衝撃を感知する衝撃感知装置と、頭部を保護する頭部保護エアバッグと
、肩又は及び頚椎部分を保護する肩・頚椎保護エアバッグと、前記衝撃感知装置により感
知した前記衝撃を伝達する衝撃伝達手段と、前記頭部保護エアバッグと前記肩・頚椎保護
エアバッグが展開する為の充填物を内蔵するための充填物容器を有し、前記衝撃伝達手段
により駆動されて、前記充填物の流出の制御をする充填物制御モジュールとを有し、前記
衝撃感知装置と、前記頭部保護エアバッグと、前記肩・頚椎保護エアバッグは、前記アウ
ターヘルメットと前記インナーヘルメットの間に装着され、前記衝撃感知装置又は、及び
前記衝撃の緩衝を強化するために前記アウターヘルメットと前記インナーヘルメットの間
に付加される衝撃緩衝装置に前記アウターヘルメットに加わった前記衝撃を緩衝する衝撃
緩衝手段を装備して、前記衝撃が前記インナーヘルメットに直接伝達される前に、前記衝
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撃感知装置と前記衝撃伝達手段により、前記充填物制御モジュールが動作して前記頭部保
護エアバッグと前記肩・頚椎保護エアバッグが展開するようにしたことを特徴とする。
【００１０】
請求項２記載の発明は、請求項１記載のエアバッグ装備ヘルメットにおいて、前記衝撃緩
衝装置又は及び前記衝撃感知装置の前記衝撃緩衝手段は、前記アウターヘルメットの前記
衝撃による動きにより動く可動バーと、前記可動バーの動きをガイドするバーガイドと、
その間に介挿されて前記衝撃を緩衝する衝撃緩衝部とを有することを特徴とする。
【００１１】
請求項３記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載のエアバッグ装備ヘルメットにおい
て、前記頭部保護エアバッグは、前記衝撃緩衝装置又は及び前記衝撃感知装置が装備され
ている位置を避け、頭部部分を覆うように配置されたことを特徴とする。
【００１２】
請求項４記載の発明は、請求項１から請求項３のいずれか１つに記載のエアバッグ装備ヘ
ルメットにおいて、前記頭部保護エアバッグは、前記充填物を導く基幹パスとなる頭部保
護エアバッグ基幹部と、前記頭部保護エアバッグ基幹部に接続された複数の袋を有する頭
部保護エアバッグ末端部を有することを特徴とする。
【００１３】
請求項５記載の発明は、請求項１から請求項４のいずれか１つに記載のエアバッグ装備ヘ
ルメットにおいて、前記充填物制御モジュールは、ヘルメット装着時や前記充填物容器を
取り付ける際の誤作動を防止する為の安全装置を有することを特徴とする。
【００１４】
請求項６記載の発明は、請求項１から請求項５のいずれか１つに記載のエアバッグ装備ヘ
ルメットにおいて、前記インナーヘルメットは、前記頭部保護エアバッグ又は及び前記肩
・頚椎保護エアバッグが展開する時の発生音から鼓膜を保護する鼓膜保護蓋を有すること
を特徴とする。
【００１５】
請求項７記載の発明は、請求項１から請求項６のいずれか１つに記載のエアバッグ装備ヘ
ルメットにおいて、前記インナーヘルメットの代わりに、自動二輪車用又は作業用の既存
ヘルメットを使用可能としたことを特徴とする。
【００１６】
請求項８記載の発明は、請求項１から請求項７のいずれか１つに記載のエアバッグ装備ヘ
ルメットにおいて、前記充填物容器は、取外し取付け部を有することで換装可能であるこ
とを特徴とする。
【００１７】
請求項９記載の発明は、請求項１から請求項８のいずれか１つに記載のエアバッグ装備ヘ
ルメットにおいて、前記インナーヘルメットの内側に、洗浄する為に取り外しが可能な内
装材を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
以上の様に構成されているので、本発明によるエアバッグ装備ヘルメットでは、直接ヘル
メットへ衝撃を受けたとき、衝撃緩衝装置を用いて衝撃を吸収する手段を備えることによ
り、エアバッグが展開前に装着者へ直接衝撃が伝わることを防ぐと同時に、衝撃感知装置
で衝撃を感知し、充填物制御モジュールを作動させてエアバッグを展開するため、頭部や
肩・頚椎まで保護することが可能になる。また、一番外側のアウターヘルメットが脱着可
能であり、破損又は劣化したアウターヘルメットの交換やエアバッグ展開後のエアバッグ
の再収納、充填物容器の換装補充を容易に行うことができ、繰り返し使用できる衝撃緩衝
能力の高いエアバッグ装備ヘルメットを提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
発明を実施するための最良の形態として、本発明のエアバッグ装備ヘルメットは、外側に
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位置するアウターヘルメットと、その内側に位置するインナーヘルメットと、衝撃緩衝装
置と、衝撃感知装置と、感知した衝撃を伝達する装置と、頭部保護エアバッグと、肩・頚
椎保護エアバッグと、エアバッグを制御する部分を含む充填物制御モジュールを有するエ
アバッグ装備ヘルメットを可能にする。以下、実施態様をもって説明する。
【００２０】
図１は、本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの一実施態様を示す図である。内部を説
明するために１－A、１－Bでは、アウターヘルメット１０１を断面図として表している。
１－Ｂでは、エアバッグが展開した後の状態を表している。この実施態様では、アウター
ヘルメット１０１、衝撃緩衝装置１０２、頭部保護エアバッグ１０３、衝撃感知装置１０
４、インナーヘルメット１０５、衝撃伝達手段１０６、充填物制御モジュール１０７、肩
・頸椎保護エアバッグ１０８を有する。
【００２１】
１－Aにおいて、アウターヘルメット１０１は、外側に位置するヘルメットであり、衝撃
を直接受ける。インナーヘルメット１０５は、アウターヘルメット１０１の内側に位置し
、頭部に被せるもので、アウターヘルメット１０１が受けた衝撃を間接的に受ける。
衝撃緩衝装置１０２と衝撃感知装置１０４がアウターヘルメット１０１とインナーヘルメ
ット１０５の間に柔軟構造で付設されていて、アウターヘルメット１０１に受けた衝撃を
吸収し、装着者へ衝撃がエアバッグ展開前に直接伝わることを防止する。ここが本発明の
主旨となっている。衝撃感知装置１０４は、アウターヘルメット１０１の受けた衝撃を感
知するものである。衝撃感知装置１０４には、感知した衝撃を伝えるための衝撃伝達手段
１０６が接続されており、他端は充填物制御モジュール１０７へ接続されている。
【００２２】
アウターヘルメット１０１とインナーヘルメット１０５の間には、頭部分を保護するため
の頭部保護エアバッグ１０３が配置され、肩・頸椎保護エアバッグ１０８も折り畳まれて
アウターヘルメット１０１とインナーヘルメット１０５との間で主に後頭下部分に格納さ
れている。
【００２３】
充填物制御モジュール１０７は、頭部保護エアバッグ１０３と、肩・頚椎保護エアバッグ
１０８を広げるための圧縮空気、圧縮窒素、圧縮二酸化炭素などの充填物を格納する充填
物容器と、充填物を頭部保護エアバッグ１０３と肩・頚椎保護エアバッグ１０８への注入
を制御する機能部とを有するものである。更に、充填物制御モジュール１０７は、アウタ
ーヘルメット１０１又は、インナーヘルメット１０５又は両者に取り付けられるが、衝撃
を緩衝するためにモジュール用衝撃緩衝装置１１１をもって取り付け又は充填することが
好ましい。図１の例では、インナーヘルメット１０５の後頭下部分に付いた例を示してい
る。尚、モジュール用衝撃緩衝装置１１１は、バネ、エアクッション、スポンジ状樹脂、
油圧等を用いた衝撃緩衝作用を有する緩衝装置である。モジュール用衝撃緩衝装置１１１
を充填物制御モジュール１０７の反対側に配置することで緩衝作用を強化することも可能
である。充填物制御モジュール１０７には、充填物を頭部保護エアバッグ１０３と、肩・
頚椎保護エアバッグ１０８に送り出すための充填物流出口１１０があり、頭部保護エアバ
ッグ１０３と、肩・頚椎保護エアバッグ１０８は、直接又は配管を介してそれぞれ充填物
流出口１１０に接続されている。
【００２４】
次に、図２は、本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの別の実施態様を表した図である
。２－Aでは、アウターヘルメット１０１を断面図として表しており、エアバッグが展開
した後の状態を表している。２－Bでは、アウターヘルメット１０１と、頭部保護エアバ
ッグユニット２０３と、肩・頚椎保護エアバッグ１０８が取り外され、インナーヘルメッ
ト１０５に、衝撃緩衝装置１０２と、衝撃感知装置１０４と、衝撃伝達手段１０６と、充
填物制御モジュール１０７が取り付けられている所を表している。２－Cでは、エアバッ
グが展開した状態で、アウターヘルメット１０１を外したところを、後ろから見た図を表
したものである。
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【００２５】
図１との違いは、頭部保護エアバッグユニット２０３が、頭部保護エアバッグ末端部２０
１、頭部保護エアバッグ基幹部２０２を有していて、エアバッグの表面積を増やし、衝撃
緩衝性能を向上させるため、頭部保護エアバッグ基幹部分２０２より分枝された部分に、
多数の袋状のエアバッグである頭部保護エアバッグ末端部２０１が、複数取り付けられて
おり、充填物が一気に流入できるよう、各々が隔壁なく接続されている。
&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy; 
【００２６】
図３は、本発明によるエアバッグ装備ヘルメットに装備された衝撃感知装置１０４の一実
施態様を表した図である。衝撃感知装置１０４は、可動バー３０２、衝撃緩衝部３０３、
バーガイド３０４、衝撃伝達手段１０６、及びアウターヘルメット１０１、インナーヘル
メット１０５に付設するための付設部３０５Ａ、３０５Ｂを有している。
【００２７】
３－Aでは、衝撃感知装置１０４が、アウターヘルメット１０１とインナーヘルメット１
０５の間に、付設部３０５Ａ、３０５Ｂでもって、付設されている。また、この例では、
可動バー３０２は、可動バー連結シャフト３０６で付設部３０５Ａと連結され、バーガイ
ド３０４は、バーガイド連結シャフト３０７で付設部３０５Ｂと連結されており、その連
結部は、それぞれのシャフトを軸にして可動可能である。さらに、可動バー３０２と、バ
ーガイド３０４の間には衝撃緩衝部３０３が介在している。この例では、バーガイド３０
４内部に衝撃緩衝部３０３としてのスプリングが介在している。衝撃感知装置１０４は、
可動バー３０２の衝撃による動きを検知し、衝撃伝達手段１０６により充填物制御モジュ
ール１０７を作動させる。ここでは、機械的手段で構成しているので、可動バー３０２に
は、誘導滑車３０８にガイドされた、衝撃伝達手段１０６の終端が固定されている構成を
示している。勿論、電気的手段を用いて感知し、伝達することも可能である。
【００２８】
アウターヘルメット１０１に衝撃が加わった場合、可動バー３０２がバーガイド３０４に
対して移動して、衝撃緩衝部３０３が収縮することにより、インナーヘルメット１０５に
伝わる衝撃を吸収し、同時に、誘導滑車３０８を支点として、衝撃伝達手段１０６を引き
込み、充填物制御モジュール１０７を作動させる。
【００２９】
３－Bは、インナーヘルメット１０５に、衝撃緩衝装置１０２と、衝撃感知装置１０４、
衝撃伝達手段１０６と、充填物制御モジュール１０７が取り付けられている所を表してい
る。アウターヘルメット１０１が受けた衝撃を確実に感知し、充填物制御モジュール１０
７へ伝達するためには、衝撃感知装置１０４は、図に表したようにインナーヘルメットの
前後左右に取り付けられていることが望ましい。尚、衝撃緩衝装置１０２については、衝
撃感知装置１０４と基本的に同じ構成と機能を持っている。違いは、衝撃を感知する機能
が無く、衝撃緩衝機能のみとなっている。前記可動バー３０２と、前記バーガイド３０４
と、前記衝撃緩衝部３０３とが、衝撃緩衝機能を行う衝撃緩衝手段を構成している。
【００３０】
図４は、本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの充填物制御モジュール１０７の一実施
態様を示す図である。充填物封入部４０９の栓が閉じられている状態にあるところを表し
ていて、４－Aでは、ヘルメット取り付け面の反対側から、４－Bでは取り付け面の側面か
ら見た透視状態を表している。充填物制御モジュール１０７は、充填物制御装置４０１に
充填物容器４０６が装着されたものであり、充填物制御装置４０１は、衝撃伝達手段１０
６から衝撃に関する物理量を受けて、充填物をエアバッグに導き展開させるために充填物
容器４０６の充填物封入部４０９を開くものである。
【００３１】
以下に機械的な手段で充填物制御装置４０１を構成した場合の例を説明する。
ニードル作動用バネ４０２、トリガー４０３、安全装置４０４、ニードル４０５、トリガ
ー台４０７、作動バネ用衝撃緩衝部４０８、を有している。
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【００３２】
ニードル作動用バネ４０２は、トリガー４０３に引っ掛かる形で止まっており、バネの力
が蓄えられた状態にある。また、装着時に充填物容器４０６を取り付ける際、ニードル作
動用バネ４０２が誤作動することを防止する為に、装着者がヘルメットの装着を完了する
まで、安全装置４０４が取り付けられており、ヘルメットの装着完了と共に安全装置４０
４を取り外して、充填物制御モジュール１０７を作動可能な状態にする。
【００３３】
衝撃伝達手段１０６が引かれ、トリガー４０３が作動することにより、ニードル動作用バ
ネ４０２に蓄えられていたバネ力が開放されて、ニードル４０５が、充填物容器４０６の
充填物封入部４０９へ突き刺さることにより、充填物容器４０６が開封され、充填物流出
口１１０より充填物が、各エアバッグへと流入して展開させる。この時、ニードル作動用
バネ４０２のバネ力は開放されて、作動バネ用衝撃緩衝部４０８の位置にあり、ニードル
４０５の尖端は、充填物容器４０６の充填物封入部４０９に突き刺さっている為、次回、
充填物容器４０６を換装する場合には、ニードル作動用バネ４０２を、トリガー４０３に
引っ掛かる形で止まる位置まで移動させて、バネの力が蓄えられた状態にする。この時、
ニードル動作用バネ４０２が誤作動することを防止する為、安全装置４０４を装着してか
ら、充填物取り付け容器の換装作業を行うようにする。この例では、ニードル４０５によ
り充填物封入部４０９の開封状態を実現したが、例えば、電気栓、回転栓、引き抜き栓な
どこれにこだわらず可能である。
【００３４】
本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの充填物制御装置４０１は、電気的動作で開栓を
行うことも可能であるが、本例のように機械的手段であるバネを開放する力を用いて作動
すると単純な機構となり、電気的な回路やバッテリーを搭載する必要がなく、回路やバッ
テリー切れなどによる作動不良を無くすことができる為、保守においてもバッテリーを点
検・交換する必要がないという利点がある。しかしながら、別の実施態様として、エアバ
ッグへの充填物を流入させる装置を従来のインフレーター等を用いても良い。また、充填
物モジュール１０７で使用する充填物容器４０６には、爆発や引火する危険性が低い空気
や二酸化炭素や窒素等が高圧で充填されていることが望ましい。
【００３５】
次に、図５は、本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの別の実施態様を示す図である。
５－Ａ、５－Ｂは、既存のヘルメットのインナーパーツ５０１と、図１、図２のエアバッ
グ装備ヘルメットからインナーパーツを除いた各部分を展開して表しており、既存のヘル
メットのインナーパーツ５０１と、インナーヘルメット１０５は、脱着可能な留め具、た
とえば強力なベルクロやストロングホック、パッチン錠等を単体、もしくは複合的に用い
て強固に固定されることが望ましい。
【００３６】
この実施態様では、普段から被り慣れている、従来の作業用ヘルメットのインナーパーツ
を使用することにより、エアバッグ装備ヘルメットへの移行に伴う違和感を減少させつつ
、耐衝撃緩衝能力の高いエアバッグ装備ヘルメットを実現することができる。また、本来
であれば、新たにヘルメットを購入する際、廃棄してしまう可能性が高いインナーパーツ
を使用することにより、コストの削減とゴミの削減が同時に行うことができるため、環境
への配慮も図ることができる。
【００３７】
次に、図６は、本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの、インナーパーツの無い別の実
施態様を示す図である。従来の二輪車搭乗時に用いられている市販ヘルメットである既存
二輪車用ヘルメット６０１とその他は図１、図２のエアバッグ装備ヘルメットでインナー
パーツの無いものを示している。
【００３８】
この実施態様では、既存二輪車用ヘルメット６０１の上にインナーヘルメット毎エアバッ
グ装備ヘルメットを被せている。この時、既存二輪車用ヘルメット６０１と、インナーヘ
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ルメット１０５は、着脱可能な留め具、たとえばベルクロやストロングホック、パッチン
錠や吸盤等を単体もしくは複合的に用いて、強固に固定されることが望ましい。また、イ
ンナーヘルメット１０５を用いているので、既存の二輪車用ヘルメットに限らず、既存の
作業用ヘルメットなど、ヘルメットの表面形状の複雑な物の上に装着することが可能とな
り、既存のヘルメットが持つ安全性能に加えて、エアバッグの機能を附加することにより
、幅広い分野で衝撃緩衝能力が優れたエアバッグ装備ヘルメットを提供することが可能と
なる。
【００３９】
図７は、本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの別の実施態様を示す図である。既存の
ヘルメットに図１、図２のエアバッグ装備ヘルメットからインナーヘルメット１０５を除
いたエアバッグ装備ヘルメットをセットしたものとなっている。従って、衝撃感知装置１
０４、衝撃緩衝装置１０２、衝撃伝達手段１０６、充填物制御モジュール１０７、頭部保
護エアバッグ１０３と、肩・頚椎保護エアバッグ１０８は、アウターヘルメット１０１の
内側についている。これらは、ビス、ネジ、強力なベルクロやストロングホック、パッチ
ン錠等を単体、もしくは、複合的に用いて強固に固定して装備される。
【００４０】
エアバッグを作動させる機能部分が、すべてアウターヘルメット１０１に取り付けられて
いる為、衝撃緩衝装置１０２と、衝撃感知装置１０４は、直接、既存二輪車用ヘルメット
６０１への固定は、以下のようにすることができる。強力な吸盤や、両面テープ、ベルク
ロやストロングホック等を単体もしくは複合的に用いて、既存二輪車用ヘルメット６０１
を傷つけないように、強固に固定される。
【００４１】
これにより、日頃から使用しているヘルメットを用いつつ、衝撃に対する安全性を向上さ
せることが可能となり、また、既存のヘルメットを新しく入れ替える場合でも、エアバッ
グの機能はそのまま再使用することが可能となる。これらの状況が７－Ｂで示されている
。
【００４２】
７－Aは、ヘルメットへの固定部分を明確にする為、エアバッグを表記していない状態を
表している。この実施態様では、インナーヘルメット１０５を用いない為、取り付けに際
して、既存二輪車用ヘルメット６０１のような、ヘルメット表面形状が複雑ではない既存
のヘルメットに主に対応する。
【００４３】
本発明のエアバッグ装備ヘルメットに共通することを以下に記述する。頭部保護エアバッ
グユニット２０３は、衝撃緩衝装置１０２、衝撃感知装置１０４が装備されている位置を
避け、頭部部分に展開するように覆った形状を有する。多数の頭部保護エアバッグ末端部
２０１と、頭部保護エアバッグ基幹部２０２を有するエアバッグ又は、単一、あるいは複
数で構成されるエアバッグである。
【００４４】
また、肩・頚椎保護エアバッグ１０８も、例えば、ポリアラミド繊維やポリアリレート繊
維などの強靭な素材を用いて構成され、展開時に落下物が直接接触しても破損しにくいよ
うになっている単体、又は、複数の、肩・頚椎まで覆うことができる大きさを有するエア
バッグであり、アウターヘルメット１０１の内側、またはインナーヘルメット１０５の外
側で、主に後頭下部に装着される。
【００４５】
衝撃感知装置１０４については、衝撃感知装置１０４が衝撃により沈み込むことにより、
衝撃伝達手段１０６を引き、充填物制御モジュール１０７を作動させてエアバッグを展開
する。このとき衝撃感知装置１０４と衝撃伝達手段１０６は、電気的なセンサー等を用い
て衝撃を感知し、電気信号として伝達するもの、機械的動きとして感知・伝達するもので
もよい。
【００４６】
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また、装備したエアバッグを展開させる要因としては、アウターヘルメット１０１に直接
衝撃を受けた場合以外に、転落・落下等の動きで、又は手動で充填物モジュール１０７を
作動させることにより、エアバッグを展開することも可能である。
【００４７】
鼓膜保護蓋１０９について、インナーヘルメット１０５と、鼓膜保護蓋１０９の間には、
外部の音が認識できる程度の間隙が設けてあり、エアバッグが展開した場合、鼓膜保護蓋
１０９を圧迫して前記間隙を密閉することにより、エアバッグが展開する時の発生音から
鼓膜を保護する。
【００４８】
衝撃伝達手段１０６としては、電気的伝達以外に実施例で示したように衝撃による機械的
動きを伝える伝達ワイヤー、油圧や空気圧による伝達など色々使用できる。
衝撃緩衝部としては、例で示したスプリングや板バネのようなバネや油圧や空気圧（エア
シンリンダ）等を用いることが出来る。
【００４９】
インナーヘルメット１０５の内側、直接頭部と接する部分には、取り外して洗浄すること
ができる、吸汗性、放湿性、抗菌性にすぐれた内装材を用いることにより、ヘルメット装
着時の不快感を減らすとともに、繰り返しヘルメットを装着する事が想定される状況にお
いても、清潔な状態を保つことが可能となる。又、アウターヘルメット１０１が脱着可能
である為、衝撃によってアウターヘルメット１０１や、エアバッグが破損したような場合
には、それぞれ破損した部分を交換することが可能であり、エアバッグが展開した後のエ
アバッグ再収納や、充填物容器交換等のメンテナンスも容易に行うことができる。
【００５０】
本実施例では、作業用ヘルメット、二輪車用ヘルメットのいずれかの説明をしているが、
いずれの例も両者を使えることは勿論である。
【００５１】
以上では、衝撃感知装置と衝撃緩衝装置の両方を有するものを示した。衝撃感知装置も衝
撃緩衝作用を有する例を示してきた。アウターヘルメットの移動を加速度センサ等で捉え
れば、衝撃感知装置はインナーヘルメットの方とは接触のない構成にすることができ、ア
ウターヘルメットの衝撃は、インナーヘルメットに伝わらないことが可能となる。この場
合は、衝撃感知装置に衝撃緩衝作用が無いものも可能なので、衝撃緩衝作用は衝撃緩衝装
置が受け持つ。今まで説明した例のように、衝撃感知装置に衝撃緩衝作用を持たせた場合
は、この衝撃緩衝作用を充実すれば、衝撃緩衝装置を特別に設ける必要が無くなる。従っ
て、この場合は、衝撃緩衝装置を兼用した衝撃感知装置も可能である。以上のように、本
願の範囲とするところでは、衝撃感知装置、衝撃緩衝装置の組み合わせ構成が可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
以上、説明したように、本発明によるエアバッグ装備ヘルメットでは、直接ヘルメットに
衝撃を受けたとき、衝撃緩衝装置を用いて衝撃を吸収することにより、エアバック展開前
に装着者へ衝撃が直接伝わることを防ぐと同時に、衝撃感知装置で衝撃を感知し、充填物
制御モジュールを作動させてエアバッグを展開するため、頭部や肩・頚椎まで保護するこ
とが可能になる。また、一番外側のアウターヘルメットが脱着可能であり、破損したアウ
ターヘルメットの交換やエアバッグの再収納、充填物容器の換装補充を容易に行うことが
でき、繰り返し使用できる衝撃緩衝能力の高いエアバッグ装備ヘルメットを提供すること
が可能となる為、産業上利用性が極めて大きい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの一実施態様を示す図である。
【図２】本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの別の実施態様を示す図である。
【図３】本発明によるエアバッグ装備ヘルメットに用いる衝撃感知装置の一例と、その装
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着の一例を示す図である。
【図４】本発明によるエアバッグ装備ヘルメットに用いる充填物制御モジュールの一例を
示す図である。
【図５】本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの別の実施態様を示す図である。
【図６】本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの別の実施態様を示す図である。
【図７】本発明によるエアバッグ装備ヘルメットの別の実施態様を示す図である。
【図８】従来のエアバッグ装備ヘルメットの一例を示す図である。
【図９】従来のエアバッグ装備ヘルメットの一例を示す図である。
【図１０】従来のエアバッグ装備ヘルメットの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
１０１　アウターヘルメット
１０２　衝撃緩衝装置
１０３　頭部保護エアバッグ
１０４　衝撃感知装置
１０５　インナーヘルメット
１０６　衝撃伝達手段
１０７　充填物制御モジュール
１０８　肩・頸椎保護エアバッグ
１０９　鼓膜保護蓋
１１０　充填物流出口
１１１　モジュール用 衝撃緩衝装置
２０１　頭部保護エアバッグ末端部
２０２　頭部保護エアバッグ基幹部
２０３　頭部保護エアバッグユニット
３０２　可動バー
３０３　衝撃緩衝部
３０４　バーガイド
３０５A　 付設部
３０５B　 付設部
３０６　可動バー連結シャフト
３０７　バーガイド連結シャフト
３０８　誘導滑車
４０１　充填物制御装置
４０２　ニードル作動用バネ
４０３　トリガー
４０４　安全装置
４０５　ニードル
４０６　充填物容器
４０７　トリガー台
４０８　作動バネ用衝撃緩衝部
４０９　充填物封入部
５０１　既存作業用ヘルメットインナー
６０１　既存二輪車用ヘルメット
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